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償却資産（固定資産税）の申告はお済みですか？　

[ 問合先　税務課固定資産税係　☎ 42-6608]

Q1 償却資産って何ですか？

　償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産です。

Q2 償却資産の対象になるものは何ですか？

　１月１日現在、会社や個人で工場や商店などを経営

している人がその事業のために用いることができる構

築物、機械、器具、備品などです。例えば、ミシンを

家庭用として使用している場合には課税対象となりま

せんが、裁縫工場などで事業用として使用している場

合は、償却資産として課税の対象となります。

※自動車、軽自動車は除外

Q3 申告はどのようにすればいいのですか？

　様式が定められていますので、税務課固定資産税係

に準備している申告書で申告してください。

Q4 リース物件はだれが申告するのですか？

　原則として所有者であるリース会社が申告してくだ

さい。リース料を支払っている事業所は、申告書の「15

借用資産」の欄へ貸主の名称などを記載してください。

※償却資産の所有者には、法令により申告する義務が

あります。未申告には過料が、虚偽申告には懲役また

は罰金が科せられます。

　平成 19 年度から 20 年度にかけ、町内の固定

資産税対象の全家屋を調査しています。

調査の目的　家屋の所有者の住所や氏名、家屋の
種類や構造、増築や取り壊しなどの家屋の実態を

正確に把握し、適正・公平な課税を行うため

調査の実施期間　平成 20年９月まで（予定）
調査の方法　町から委託された調査員（専門業者）
が家屋の資料をもとに、家屋の外観から行います。

その際、必要に応じて敷地内への立ち入りや、家

屋についてお尋ねすることがあります。

調査員　調査員は、調査員であることがすぐにわ
かるように、「筑前町」の腕章を付け、身分証明

書を携帯しています。

家屋の全棟調査を実施中です

対象者
●世帯内の国保加入者全員が 65歳以上 75歳未満

●世帯主（国保以外の保険に加入している世帯主を除

く）が年額 18万円以上の年金を受給している

●世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が、

年金受給額の２分の１を超えない

　左の条件に当てはまる世帯の世帯主は、平成 20年

10月に受給する年金から特別徴収（年金から天引き）

されます。これに該当しない人は、これまでどおり納

付書または口座振替での納付となります。

平成 20 年 10 月から国民健康保険税の特別徴収が始まります

[ 問合先　税務課町民税係　☎ 42-6605]

申告は
１月 31日（木）
までです
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[ 問合先　まちづくり課男女共同参画係　☎ 22-3996]
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介
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簡
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[ 問合先　福祉課　☎ 22-3442・介護保険朝倉支部☎ 21-8021]

出向きますので
ご連絡ください !!
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実
現
を
目
指
し
て

　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思で社会の

あらゆる分野に参画する機会が確保され、そのことにより、

男女が等しく政治的、経済的、社会的および文化的な利益を

受けることができ、共に責任を担うことをいいます。

　町では、平成 18 年４月に「男女共同参画推進条例」を施

行しました。固定的な性別役割分担意識にとらわれることな

く、自分らしく生きることができる社会。男女が自らを誇り、

互いの性を思いやり、対等なパートナーシップを取りながら、

あらゆる分野の活動に共に参画できる社会を目指しています。

男女共同参画社会って何？


